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★月収額を計算する前に、次のことを確かめてください。
（１）あなたの同居親族、または同居しようとする親族と扶養親族の人数は…。
（２）あなたの世帯の総収入金額、または総所得金額は…。
（３）あなたの世帯の収入基準にあってますか…。

（１）同居親族、扶養家族の数は？
　入居しようとする親族（本人を除
く。）及び、入居しない遠隔地扶養親
族のことをいいます（家族を不自然に
分割、または合併した場合には、申込
みができません。）。

（２）あなたの総収入金額、または総所得
金額がいくらであるか調べましょう。

★(３)あなたは、給与所得者ですか？　年金所得者ですか？　その他の所得者ですか？

給与所得者とは？

　俸給、給料、賃金、ボ
ーナスなどの所得です。
　たとえば、会社員、店
員パート、事業専従者な
どの収入をいいます。給
与所得でいう総収入金額
とは、給与所得控除する
前のもので、ボーナス、
手当等を含んだ金額です。

年金所得者とは？

　厚生年金、国民年金、
恩給などの所得です。
　たとえば、老齢年金、
退職年金等をいいます。
その他、法律により非課
税とされる各種年金（障
害・遺族・福祉年金等）
についての所得は０円と
してください。

その他の所得者とは？

　事業所得、利子所得、
不動産所得、雑所得等の
所得です。
　たとえば、自営業、サ
ービス業、外交員等の所
得をいいます。これらの
所得で税の申告をしてい
ない方は、速やかに申告
したうえで、所得金額を
十分確認してください。

①　所得としないもの　　→　生活保護の各種扶助、法律により非課税とされている各種年金（遺族年金
等）などの非課税所得については、所得０円で計算してください。

②　退職予定の場合　　　→　申込みの時は働いているが、出産・結婚・定年退職などの理由で入居資格
審査の時までに退職する方で、以降無職無収入となる方は、収入は０円と
して計算してください。

③　休職中の場合　　　　→　申込み現在で職の決まっていない方は、収入は０円として計算してくださ
い。

④　年齢は　　　　　　　→　申込期間の最終受付日現在の年齢とします。
⑤　妊娠中で申込む場合　→　申込期間の最終日までに出産していなければ控除の人数には含みません。
⑥　次のものについては、所得金額に含みません。（法令などにより非課税とされているもの）
　　⃝遺族恩給・遺族年金・増加恩給・傷病者恩給・障害年金
　　⃝雇用保険法による失業給付・労働者災害補償保険法による補償・労働基準法に基づく休業補償費等
　　⃝生活保護の扶助料・児童扶養手当等

ご注意

5. 月収額の計算のしかた
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給与所得者の場合 月収額を計算してみましょう。

×12＋賞与

（１）年間総収入の計算

あ な た が 仕 事 を 始 め た 時 期 対 象 の 収 入 金 額
①　現在の勤務先に前年１月１日以前から引

き続き勤務している方
前年中の年間総収入金額

（源泉徴収票の支払金額の欄）
②　現在の勤務先に前年１月２日以降に就職

し、現在まで１年以上勤務している方 勤務した翌月から12 ヶ月間の総収入額

③　現在の勤務先に就職してからまだ１年に
ならない方

勤務した翌月から申込月の前月までの総収入
額をもとに、次により計算した推定金額
　　　　総収入額−賞与　　　　
勤務した翌月から申込月の前月までの月数
　　　　　　　　　＝１年間の推定総収入額

④　現在の勤務先に勤めて、まだ１ヶ月分の
給与を受けていない方

雇用条件に基づき支給が予定されている１ヶ
月分の給与を12倍した年間の推定総収入金額

⬇

年間総収入金額 円

⬇
（２）年間総収入金額から年間給与所得金額を計算する

総 収 入 金 額 年 間 給 与 所 得 の 計 算 方 法
　651,000円　未満 年間給与所得＝0円
　651,000円　以上　1,900,000円　未満 （総収入金額）−650,000＝年間給与所得

1,900,000円　以上
3,600,000円　未満

（А）×0.7−80,000　　　＝年間給与所得

3,600,000円　以上
6,600,000円　未満 （А）×0.8−440,000　　＝年間給与所得

⬇

年間給与所得金額 円

⬇

年間給与所得の合計金額 円

※収入のある方が２名以上からなる世帯については、それぞれの年間所得を計算
し、合計してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

★ 年 間 収 入 金 額 を
4000で割り、その答
えの１円未満を切捨
てた後、4000を掛け
戻した額を右の（А）
にあてはめてくださ
い。

（その１）月収額の計算のしかた

申込書の年間所得金額欄
に記入してください。（ ）
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（３）年間給与所得金額から、次の控除額を差し引いてください

控 除 の 種 類 と 金 額 控 除 額

①　同居及び扶養親族控除
38万円　×　　　　　　　人

②　同一生計配偶者が七十歳以上の者控除・
　　老人扶養控除（70歳以上）

10万円　×　　　　　　　人

③　特定扶養控除（16歳以上23歳未満）
25万円　×　　　　　　　人

④　障害者控除
27万円　×　　　　　　　人

⑤　特別障害者控除
40万円　×　　　　　　　人

⑥　ひとり親控除　（所得が35万円未満の場合はその額）      
                                      35万円　×　　　　　　　人

⑦　寡婦控除　（所得が27万円未満の場合はその額）
27万円　×　　　　　　　人

⑧　給与所得者　
（令和２年に給与所10万円　×　　　　　　　人
※その者の所得の金額が10万未満の場合はその額

控除額の合計額

⬇ 計算後の月収額

控除後の所得額 円 ÷ 12 ＝ 円

申込みできる計算後の月収額

⃝「一般世帯」の方は158,000円以下の方
⃝「裁量世帯」に該当する方は214,000円以下の方

「計算後の月収額」を申込書
に記入してください。（ ）

※控除に関する詳しい説明は、26ページをご覧ください。

※月収額が基準額を超える方はお申込みいただけませんので、必ずご確認ください。
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（１）年間総収入の計算

①　引き続き１年以上年金を受給され
ている方

前年中の受給金額。なお、年金額の改定があったと
きは改定通知書の年金額

（２種類以上の課税対象年金を支給されている場合
は、その合計年金額）

②　年金を受給されて、まだ１年にな
らない方

年金証書の支払年金額。なお、年金額の改定があっ
たときは改定通知書の年金額

（２種類以上の課税対象年金を支給されている場合
は、その合計年金額）

⬇

年間総収入金額 円

⬇
（２）年間総収入金額から年間年金所得金額を計算する

受給者の年齢 年間総収入金額（Ａ） 年間年金所得金額

65歳未満

60万円以下 年間年金所得金額　＝　０

60万円超　　　130万円未満 （Ａ）−60万円　　　　　　 ＝年間年金所得

130万円以上　 410万円未満 （Ａ）×0.75−27.5万円　　　＝年間年金所得

410万円以上　 770万円未満 （Ａ）×0.85−68.5万円　　　＝年間年金所得

65歳以上

110万円以下 年間年金所得金額　＝　０

110万円超　　 330万円未満 （Ａ）−110万円　　　　　　＝年間年金所得

330万円以上　 410万円未満 （Ａ）×0.75−27.5万円　　　＝年間年金所得

410万円以上　 770万円未満 （Ａ）×0.85−68.5万円　　　＝年間年金所得

年金所得者の場合

月収額を計算してみましょう。

（その２）月収額の計算のしかた
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　　　控除に関する詳しい説明は、26ペー
　　　ジをご覧ください。

⬇

年間年金所得金額 円

　　※収入のある方が２名以上からなる世帯については、それぞれの年間所得を計算し、
　　　合計してください。

⬇

控除額の合計額 円

⬇

計算後の月収額

控除後の所得額 円 ÷ 12 ＝ 円

申込みできる計算後の月収額

⃝「一般世帯」の方は 158,000 円以下の方
⃝「裁量世帯」に該当する方は 214,000 円以下の方

申込書の年間所得金額欄
に記入してください。（ ）

「計算後の月収額」を申込書
に記入してください。（ ）

※月収額が基準額を超える方はお申込みいただけませんので、必ずご確認ください。
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　　　控除に関する詳しい説明は、26ペー
　　　ジをご覧ください。

（１）年間所得金額の計算

①　前年１月１日以前から引き続き現在まで
同じ事業をしている方

前年中の年間所得金額
（前年分の所得税確定申告書控の所得金額）
所得金額＝年間総収入金額−必要経費

②　前年１月２日以後に現在の事業を始めた
方

事業を始めた翌月からの所得金額でもって計
算する

（収入期間のとりかた等については、「給与所
得者の場合」の例にならってください。）

⬇

年間所得金額 円

　　※収入のある方が２名以上からなる世帯については、それぞれの年間所得を計算し、
　　　合計してください。

⬇

控除額の合計金額 円

⬇

計算後の月収額

控除後の所得額 円 ÷ 12 ＝ 円

申込みできる計算後の月収額

⃝「一般世帯」の方は 158,000 円以下の方
⃝「裁量世帯」に該当する方は 214,000 円以下の方

その他の所得者の場合

月収額を計算してみましょう。

（その３）月収額の計算のしかた

申込書の年間所得金額欄
に記入してください。（ ）

「計算後の月収額」を申込書
に記入してください。（ ）

※月収額が基準額を超える方はお申込みいただけませんので、必ずご確認ください。
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（給与所得者が２人の場合）
　◦　家族構成

◆本人（53歳）　年間総収入金額　3,848,000円
◆ 妻　（48歳）　無　職　　　　　　　　 0円
◆長男（28歳）　年間総収入金額　1,530,000円
◆長女（18歳）　高校生（身体障害者４級）

　◦　計算方法（注：年間総収入金額を年間総所得金額に換算する。）
◆本人の年間給与所得金額
　　　3,848,000円　×　0.8　−　440,000円　＝　2,638,400円
◆長男の年間給与所得金額
　　　1,530,000円　−　650,000円　　　　　 ＝　　880,000円

（年間総収入金額から年間総所得金額を計算する方法）

総 収 入 金 額 給与所得の計算方法
　651,000円　未満 給与所得=0
　651,000円　以上　1,900,000円　未満 総収入金額−650,000 （長男）

1,900,000円　以上
3,600,000円　未満

（А）×0.7−80,000

3,600,000円　以上
6,600,000円　未満

（А）×0.8−440,000 （本人）

（申込家族の月収額）
（本人の年間給与所得金額＋長男の年間給与所得金額−当該控除額)÷12月＝計算後の月収額
（2,638,400円　＋　880,000円　−　1,860,000円）÷12月＝138,200円

◆控除額

同居及び扶養親族控除
（入居しようとする親族、本人を除く遠隔地扶養親族）

38万円　×　３人＝　114万円　　　　
（妻・長男・
 長女）

特定扶養控除 25万円　×　１人＝　 25万円　　　　 （長女）
障害者控除 27万円　×　１人＝　 27万円　　　　 （長女）
給与所得者 10万円　×　２人＝　 20万円　　　　 （本人・長男）

控除合計額　　　　186万円　　　　

計算後の月収額138,200円を、「７．家賃の額（25ページ）」の月収額にあてはめると、③の欄の
月収額となり、今回の別添募集一覧の団地の③の家賃に該当し、入居しようとする団地の家賃
額が分かるようになっております。

年間収入金額を4000で
割り、その答えの１円
未満を切り捨てた後、
4000を掛け戻した額を
右の（А）にあてはめ
てください。

6. 月収額の計算例 ※所得税法に基づき計算例を示しております。
　　　　　　　　　　（令和８年４月１日現在）
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月　　収　　額 募集住宅家賃の欄の番号

一定の要件に該当
する世帯の入居
可能収入基準

（裁量世帯は①〜⑥）

一 般 の 入 居
可能収入基準

（一般世帯は
①〜④）

0円　〜　104,000円 ①の額

104,001円　〜　123,000円 ②の額

123,001円　〜　139,000円 ③の額

139,001円　〜　158,000円 ④の額

158,001円　〜　186,000円 ⑤の額

186,001円　〜　214,000円 ⑥の額

214,001円〜 入居資格がありません

◆県営住宅では毎年度家賃額を決めます。そのために毎年度住んでいる方全員（16 歳以上の方に限り
ます。）の収入の申告が必要です。申告がない場合は、近傍同種（民間並み）の家賃となります。

�
─

─
─

─
─

─
─

�
─

─
─

─
─

─
─

�

�
─

─
─

─
�

─
─

─
─

�

7. 家賃の額
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（所得税法により認定された人であることが必要です。）
控除の種類 控 除 対 象 者 控 除 額

同 居 親 族 控 除 入居しようとする親族（本人を除く。） １人につき　  38万円

同 居 し て い な い
扶 養 親 族 控 除

同居していない所得税法上の同一生計配偶者
又は扶養親族 １人につき　  38万円

同一生計配偶者が
七十歳以上の者控除
老 人 扶 養 控 除

同一生計配偶者又は扶養親族で、70歳以上の方 １人につき　  10万円

特 定 扶 養 控 除 扶養親族で年齢16歳以上23歳未満の方 １人につき　  25万円

障 害 者 控 除

◦身体障害者手帳の交付を受けている方
◦戦傷病者手帳の交付を受けている方
◦知的障害者更生相談所等により知的障害と判定された方
◦精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

１人につき　  27万円

特 別 障 害 者 控 除

◦身体障害者手帳の交付を受けている方で１級又は２級に該当する方
◦戦傷病者手帳の交付を受けている方で特別項症から第３項症まで

に該当する方
◦知的障害者更生相談所等により重度A1又はA2の知的障害と判定

された方
◦精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で１級に該当する方
◦原子爆弾被爆者のうち厚生労働大臣の認定を受けている方（重度

の障害とされている方）

１人につき　  40万円

ひ と り 親 控 除

婚姻をしていない又は配偶者と離婚・死別等をした後に婚姻又は事
実婚状態にない方で、生計を一にする子（所得58万円以下かつ他者
の扶養になっていない。）を有し、合計所得額が500万円以下である
方

35万円
（所得が35万円未満の
場合は、その額）

寡 婦 控 除

上記のひとり親控除には該当せず、事実婚状態にない方で、以下の
いずれかの要件を満たす方
◦夫と離別した人で、扶養親族があり、合計所得額が500万円以下
である方
◦夫と死別等した人で、合計所得額が500万円以下である方

27万円
（所得が27万円未満の
場合は、その額）

給 与 所 得 者 申込者本人又は同居親族で過去一年間において給与所得又は公的年
金等に係る雑所得を有する者（その者の所得等の金額が10万円未満
である場合にはその金額）

10万円
（上記と重複して控除す
ることができます。）公的年金等所得者

※この表は簡略化して記載しています。詳しくは所得税法及び同施行令、公営住宅法及び同施行令を
　参照してください。
※控除が認定されているかどうかは、所得証明書や確定申告書、源泉徴収票で確認してください。
※特別障害者控除と障害者控除は重複して控除できません。

8. 控除額について
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